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1. 医療（病院・診療所・歯科診療所・助産所）

3



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-1.案内用ホームページアドレス

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和５～６年度報告において、誤って「メールアドレス」を入力しているケースが散見されました。

⚫ 変更事項

⚫ 誤入力防止のため、令和7年度報告システムでは、「＠」の入力が不可となります。

⚫ 留意事項

⚫ 過去報告において「＠」が含まれていた場合、前年度データは引き継がれず空欄となります。

⚫ 空欄となっている場合は、ホームページアドレスの再入力をお願いいたします。

令和７年度定期報告における留意事項



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-2.案内用ホームページアドレス

JIS規格への対応

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、自院ホームページの「JIS規格への対応」を回答する設問が追加さ

れます。

⚫ 留意事項

⚫ 「JIS X 8341-3:2016（高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア

及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ）」に対応し、高齢者・障害者を含む全ての利用者に配慮し

たホームページを作成している場合には、本項目へチェックを入れてください。



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-3.入院中の家族・介助者の宿泊環境の有無

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和６年度報告システムにおける項目名「入院の可否」は、本来「家族・介助者の宿泊の可否」を問

う項目でしたが、一部「患者自身の入院の可否」と誤解されているケースを確認しました。

⚫ 変更事項

⚫ 令和６年度報告システムでは、項目名「入院の可否」、選択値「不可／可能」でしたが、

令和７年度報告システムでは、項目名「入院中の家族・介助者の宿泊環境の有無」、選択値「無し／

有り」へ変更されます。

⚫ 留意事項

⚫ 過去の報告内容「不可／可能」は、令和７年度報告システムには引き継がれず、未選択状態となり

ます。

⚫ 令和７年度定期報告において、「無し／有り」の選択をお願いいたします。



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-4.入院中の家族・介助者の

付き添い・同行の可否（1/3）

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、項目名「入院中の家族・介助者の付き添い・同行の可否」が新設され

ます。

⚫ 留意事項

⚫ 入院患者の家族・介助者による付き添い・同行が可能な場合、「可能」を選択してください。

⚫ 入院患者の家族・介助者による付き添い・同行については、以下の事務連絡（＊）において、周知し

ているところです。医療機関の皆様におかれましても、支援者の付添いについて、引き続き受入れ

をご検討いただけるよう、都道府県の皆様より再度周知をお願いいたします。

⚫ （＊） 「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入

れについて」（令和５年11月20日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/001177644.pdf  

https://www.mhlw.go.jp/content/001177644.pdf


対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-4.入院中の家族・介助者の

付き添い・同行の可否（2/3）

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害をもつ患者が医療機関に入院する場合、入

院前から支援を行っている等、その患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援

者が、患者の負担で入院中に付き添うことが可能となっています。
「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」

（平成28年6月28日付け保医発0628第2号厚生労働省保険局医療課長通知）

⚫ 障害福祉サービスの一つ「重度訪問介護」を利用している最重度の障害者は、医療機関に

入院している間も、引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支援者（ヘ

ルパー）から、医療機関の職員と意思疎通を図る上で必要な支援を受けることができます。
※重度訪問介護は、障害者本人の居宅や外出時に、支援者（ヘルパー）が生活全般にわたる援助を行う障害福祉サービ

スです。

※「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」（令和５年11

月20日付け厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡）

重度障害者が入院する場合
医療従事者等とのコミュニケーションを支援する「重度訪問介護ヘルパー」の付き添いが可能です

医療機関・医療従事者の皆さまへ

重度の障害で意思疎通に支援が必要な方が入院する場合、重度訪問介護ヘルパーの付き添いが可能です。

入院中の最重度の障害者のコミュニケーションを支援することで、患者（障害者）本人が必要とする支援内容を、医師や

看護師等の医療従事者などに的確に伝えることができ、安心して入院中の治療を受け、療養生活を送ることができます。

重度障害者が入院する際に、支援者（ヘルパー）の付き添いの求めがあった場合は、本紙も参考に、支援者（ヘルパー）の

受け入れについてご検討ください。

入院中の重度訪問介護の利用について

⚫ 障害者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）

を、医療従事者などに的確に伝えることができ、適切

な対応につながります。

⚫ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐため

の本人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝え

ることができ、病室等の環境調整や対応の改善につ

ながります。

特別なコミュニケーション支援に期待できる例

出所：「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」（令和５年11月20日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/001177644.pdf



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-4.入院中の家族・介助者の

付き添い・同行の可否（3/3）

令和７年度定期報告における留意事項

実際に受け入れを行った医療機関の事例

医療機関・医療従事者の皆さまへ

実際に支援者の付き添いを受け入れた医療機関にヒアリングを行ったところ、以下のような工夫や対応が行われていました。

⚫ 院内の医療連携室(社会福祉士等)により、事前に医師や看護師に対し、

入院中の重度訪問介護の利用などの制度が周知されており、受け入れ

がスムーズに進んだ

⚫ 入院前に、医療機関の職員と重度訪問介護事業所の職員において、入

院する障害者の障害特性（障害の状態、介助方法（体位変換、食事、排

泄等）など情報の共有や受け入れの流れを確認した

⚫ 院内や地域に向けて、患者家族と協同で入院中の重度訪問介護につい

て講演会を開催し、皆の理解を深めた

事前の準備

⚫ 支援者にも院内ではマスクや手指消毒を徹底してもらうほか、発熱な

どの症状が無いか申告してもらった

⚫ 以前は全ての例でPCR検査等を行っていたが、今は体調チェックシー

トへの記入のみお願いしている

入院時の対応

⚫ 重度の障害のため、体が動かず、言葉も発せられない状態で、自分で

はナースコールを押すこともできなかった。患者本人を熟知する支

援者（ヘルパー）が入院時に付き添ったことで、体が痛い、体勢を変

えて欲しいなど、医療従事者に患者の意思のくみ取り方が共有でき

た

⚫ 重度の障害のため言葉がうまく話せず、ジェスチャーや表情で、患者

本人の意思をくみ取る必要があった。また、慣れない場所では不安

でパニックになり、点滴や酸素投与のマスクを取ってしまうことも

あった。患者本人の支援に慣れている支援者（ヘルパー）が入院時に

付き添ったことで、パニックを起こすことなく落ち着いて治療が受け

られた

⚫ 重度の障害者で発声ができず、不安が高まると筋緊張が強くなって

しまう患者だったが、慣れた支援者（ヘルパー）の付き添いによる意

思疎通の支援により、本人の不安の軽減にも繋がり、入院中はその

ようなこともほとんど起こらなかった

支援者の付き添い事例・効果

上記は対応の一例であり、実際に支援者の付添いを受け入れる際の流れについては、各医療機関の状況に応じてご検討くだ

さい。

出所：「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」（令和５年11月20日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/001177644.pdf



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

令和７年度定期報告における留意事項
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1-5.障害のある方の外来受診時・待ち時間

における介助の取組内容

⚫ 留意事項

⚫ 障害のある方に対する介助の取組を実施している場合、その内容を記載してください。

⚫ 介助の取組内容の例としては、以下が挙げられます。

- 身体障害補助犬

- 介助者の付き添いに関する事項

- 院内における個室での待機等の可否

- 診察や窓口への振動式呼出し（振動、光、音等で呼出しを知らせる方法） 等



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-6.職員に対する障害者への合理的配慮や障害特性

に関する研修の実施の有無

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 留意事項

⚫ 職員に対し、障害者への合理的配慮や障害特性に関する研修を実施している場合、「有り」を選択

してください。

⚫ 「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必

要としているとの意思が伝えられたときに、過重な負担とならない範囲で対応することを言いま

す。

⚫ 以下の事例集（＊）も参考に、取組の推進をお願いいたします。

⚫ （＊） 平成29年度障害者総合福祉推進事業 「医療機関における障害者への合理的配慮 事例集」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaish

ahukushi/sabetsu_kaisho/dl/sanko_iryoujireisyu.pdf  

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/sanko_iryoujireisyu.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/sanko_iryoujireisyu.pdf


対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-7.施設・敷地のバリアフリー化の実施

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 複合ビルの中にある医療機関等においては、「ビル自体のバリアフリー化の有無」と「医療機関内

のバリアフリー化の有無」とで、対応状況が異なるケースが散見されていました。

⚫ 変更事項

⚫ 令和６年度報告システムでは、項目名「施設のバリアフリー化の実施」、選択値「無し／有り」として

いました。

⚫ 令和７年度報告システムより、項目名「施設・敷地のバリアフリー化の実施」、選択値「無し／有り

（施設入口のみ）／有り（施設内のみ）／有り（施設入口及び施設内）」となります。

⚫ 留意事項

⚫ 前回報告において「無し」と報告した場合には、令和７年度報告システムでは「無し」が初期設定さ

れます。

⚫ 前回報告において「有り」と報告した場合には、令和７年度報告システムでは未選択状態となって

います。当てはまる選択肢を入力いただくようお願いいたします。



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局
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1-8.保険医療機関、公費負担医療機関及び

その他の病院の種類

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムより、名称を以下の通り変更しております。

⚫ 留意事項

⚫ 項目の定義自体に変更はございませんので、令和７年度報告においても、上記「変更前の名称」の
定義に基づいて報告いただきますようお願いいたします。

- ＊1：公的医療保険制度における療養の給付の対象外の医療、および公費負担医療を行わない医療機関。
療養の給付の対象外の医療には、主に保険診療の対象とならない医療（健康診断や予防注射等）、労災保険や公費全額負担の医療が含まれる。

- ＊2 ：指定病院：都道府県が設置する精神科病院に代わる施設として指定を受けた精神科病院。
応急入院指定病院：応急入院を行うことが認められる精神科病院として都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する精神科病院。
応急入院とは、その精神障がい者を直ぐに入院させないと、医療及び保護を図る上で著しく支障があり、
他の方法で入院してもらうことができないときに、本人の同意がなくても 72 時間以内に限り、精神保健指定医の診察を経て入院させること。

- ＊3 ：生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。
なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。

- ＊４：生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設。
- ＊５：臨床調査個人票（診断書）の作成が可能な医師が配置されている医療機関。

※指定難病の制度では、都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票（診断書）を作成することができる。

変更前の名称（令和６年度報告システム） 変更後の名称（令和７年度報告システム）

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 第７条第１項に規定する医療保険各
法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機
関（＊１）

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する各種療養等の給
付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療
機関

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律 第１２３号）に基づく指定病院又は
応急入院指定病院（＊２）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定病院
又は応急入院指定病院

生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号） に基づく指定医療機関
を含む。)（＊３）

生活保護法指定医療機関

医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。)（＊４）

医療保護施設

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）に基づく指定医療機関（＊５） 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関

→



対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

14

1-9.看護師の配置状況

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 留意事項

⚫ 本項目は、「診療報酬上の看護配置基準」（＊１）ではなく、「医療法に基づく人員配置標準」（＊２）

で報告するものですのでご注意ください。

⚫ 複数の医療機関において、誤って「診療報酬上の看護配置基準」（＊１）で報告されていることを確

認しております。確認の上、報告内容の修正をお願いいたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⚫ 【×】 診療報酬上の看護配置基準（＊１）

- 【算出方法】 「延べ入院患者数」と「看護職員の勤務時間数」より算出

- 【例】 急性期一般入院料1なら「７対１」以上配置、急性期一般入院料２～なら「10対１」以上配置 等

⚫ 【○】 医療法に基づく人員配置標準（＊２）

- https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf

- 【算出方法】 「1日平均患者数」÷「（在籍する）看護師・准看護師数（常勤換算）」にて算出

- 【例】 一般病床なら「３：１」前後、療養病床なら「４：１」前後 等

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf


2. 薬局

15



2-1.薬局の開設者

法人代表者氏名／法人代表者フリガナ 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

16

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 変更事項

⚫ 令和６年度報告システムでは、「薬局の開設者」の報告欄が１つしか無かったため、開設者が法人の

場合、「法人名」と「法人代表者の氏名」を1つの欄に報告いただいていました。

⚫ 令和７年度報告システムでは、「薬局の開設者」の報告欄とは別に、「法人代表者氏名」の報告欄を

追加します。

⚫ 留意事項

⚫ 薬局の開設者が「個人」の場合：

- 前回報告データが項目名「開設者氏名」「フリガナ」に初期設定されます。

変更が無ければそのまま報告ください。

- 項目名「法人代表者氏名」「法人代表者フリガナ」は空欄で報告してください。

⚫ 薬局の開設者が「法人」の場合：

- 前回報告データが項目名「開設者氏名」「フリガナ」に初期設定されます。

前回報告時に「法人代表者の氏名」まで記載していた場合は、本項目から削除をお願いいたします。

- 項目名「法人代表者氏名」「法人代表者フリガナ」の報告欄へ、法人代表者の氏名の入力をお願いいたします。



2-2.薬局のホームページアドレス 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

17

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和５～６年度報告において、誤って「メールアドレス」を入力しているケースが散見されました。

⚫ 変更事項

⚫ 誤入力防止のため、令和7年度報告システムでは、「＠」の入力が不可となります。

⚫ 留意事項

⚫ 過去報告において「＠」が含まれていた場合、前年度データは引き継がれず空欄となります。

⚫ 空欄となっている場合は、ホームページアドレスの再入力をお願いいたします。



2-3.薬局までの主な利用交通手段（1/3） 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

18

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和６年度報告において、G-MIS報告画面・ナビイ公表画面ともに、使いづらい点がありました。

電車での

アクセス

バスでの

アクセス

両方入力できてしまう

（「有無」入力が機能していない）

電車アクセス欄とバスアクセス欄に対し、

徒歩時間の入力欄が1つしかなく、

かつ数値入力のため、

「駅からの徒歩分数」なのか

「バス停からの徒歩分数」なのか不明

◆ （旧）令和6年度G-MIS報告画面 ◆ （旧）令和6年度ナビイ公表画面

ルート１

（ルート２

との境界

が不明瞭）

ルート2

（ルート1

との境界

が不明瞭）

電車経路の有無が矛盾

（そもそも項目不要）

バス経路の有無が矛盾

（そもそも項目不要）



2-3.薬局までの主な利用交通手段（2/3） 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

19

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告より、医療機能情報提供制度（病院・診療所等）に合わせた項目形式へ変更します。

バスによる薬局までの経路
（行き先、下車バス停名、バス停からの徒歩等所要時間を入力してください）

項目削除

データ引継ぎ有り

データ引継ぎ有り

データ引継ぎ無し（再入力が必要）
※最寄り駅からの徒歩分数に限定

データ引継ぎ有り（修正が必要）
※バス停名だけでなく、バスによる経路全体を自由記載する形式へ変更
※令和6年度報告の時点で、経路全体を記載している薬局が一定数あったため、データ引継ぎ有りとしています

項目削除

ルート1 ○○線 ○○駅 徒歩○○分

ＪＲ○○駅より、○○方面行きのバ

ス、○○停留所で下車、徒歩○分

◆ （旧）令和6年度G-MIS報告画面 ◆ （新）令和7年度G-MIS報告画面 ◆ （新）令和7年度ナビイ公表画面（イメージ）

最寄り駅から薬局までの徒歩による所要時間（分）



2-3.薬局までの主な利用交通手段（3/3） 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

20

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 留意事項

⚫ 令和６年度の項目名「最寄り駅又はバス停から薬局までの徒歩による所要時間（分）」

⚫ 令和７年度の項目名「最寄り駅から薬局までの徒歩による所要時間（分）」

- 上記項目は、前回報告データを引き継いでおりません。（「最寄り駅又はバス停」だったものを、「最寄り駅」の

みに限定したため。）再入力をお願いいたします。

⚫ 令和６年度の項目名「下車バス停」

⚫ 令和７年度の項目名「バスによる薬局までの経路」

- 上記項目は、前回報告データを引き継いでいます。（項目定義自体は「バス停名」から「経路全体」へ変更となっ

ていますが、令和６年度報告において既に「下車バス停」の報告欄へ経路全体を記載している薬局が一定数存

在したため。）令和７年度定期報告の際に、記載内容の確認・修正をお願いいたします。



2-4.特記事項（駐車場）／特記事項（駐輪場） 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

21

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和６年度報告システムでは、項目名「特記事項（駐輪場）」が無かったため、項目名「特記事項（駐

車場）」の中に、駐輪場に関する特記事項も合わせて記載いただいていました。

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、項目名「特記事項（駐輪場）」を新設します。

⚫ 留意事項

⚫ 前回報告時、項目名「特記事項（駐車場）」の中に、駐輪場に関する特記事項も合わせて記載いただ

いた場合は、項目名「特記事項（駐輪場）」へ該当箇所を転記いただくようお願いいたします。



2-5.手話以外の対応可能な方法として

上記以外の方法による対応 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

22

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和６年度報告システムでは、項目名「手話以外の対応可能な方法として上記以外の方法による対

応」の選択肢が「不可／可能」となっていましたが、「可能」な場合にその具体的な方法を記載する

欄がありませんでした。

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、上記項目の回答形式を「自由記載」へ変更します。

⚫ 留意事項

⚫ 回答形式の変更に伴い、令和７年度定期報告では前回報告データは引き継がれません。対応可能

な方法がある場合は、具体的な方法の記載をお願いします。



2-6.分包紙への点字表示が可能 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

23

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 令和６年度報告システムでは、項目名「薬剤への点字表示が可能」となっていました。

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、（実態に合わせ、）上記項目の項目名を「分包紙への点字表示が可

能」へ変更します。

⚫ 留意事項

⚫ 前回報告データ「不可／可能」は引き継がれていますが、項目名変更に伴い回答が変わる場合は、

選択肢の変更をお願いします。



2-7.電話／インターネット／カタログ／その他の方法による

販売を行う医薬品の区分（要指導医薬品） 対象となる
機関区分

病院 診療所
歯科
診療所

助産所 薬局

24

令和７年度定期報告における留意事項

⚫ 背景・経緯

⚫ 薬機法改正に伴い、令和８年5月1日より「要指導医薬品」の非対面販売が可能となる予定です。

- ※具体的な販売方法等については別途公表されます。

⚫ 変更事項

⚫ 令和７年度報告システムでは、以下項目の区分へ「要指導医薬品」を追加します。

- 項目名「電話による販売を行う医薬品の区分（○○○○）」

- 項目名「インターネットによる販売を行う医薬品の区分（○○○○）」

- 項目名「カタログによる販売を行う医薬品の区分（○○○○）」

- 項目名「その他の方法による販売を行う医薬品の区分（○○○○）」

⚫ 留意事項

⚫ 「要指導医薬品」については、令和８年５月１日以降に、随時報告にて「無し／有り」の報告をお願い

いたします。

⚫ 令和７年薬機法改正による追加項目となりますが、令和７年度定期報告（令和８年１月～３月）の期

間については施行前のため、「無し／有り」の選択は必要ございません。

- G-MISの報告画面上においては、「※本項目は、令和８年薬機法改正にかかる追加項目です。」と表示されて

いますが、正しくは「令和7年薬機法改正」による追加項目となります。
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